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学生服等取引に関する公正取引委員会の発表について 

 

本日、公正取引委員会から、愛知県豊田市にある県立高等学校６校（当社グループが関

与した案件は５校）の学生服等の販売事業者らに対し、独占禁止法に違反する行為があっ

たとして排除措置命令および課徴金納付命令がなされた旨の発表がありました。 

 

当社子会社である株式会社大丸松坂屋百貨店および株式会社大丸松坂屋セールスアソ

シエイツは、本件に関して課徴金減免制度の適用申請を行うことで自発的に違反行為を申

告するとともに、独占禁止法に違反する行為を取りやめ、公正取引委員会の調査に全面的

に協力しておりました。今般これらが認められたことから上記命令のいずれも受けており

ませんが、本件違反行為につきお客様をはじめ株主の皆様など関係者の皆様に多大なご迷

惑、ご心配をおかけしたことを深くお詫び申しあげます。 

 

当社グループは本件を厳粛かつ真摯に受け止め、株式会社大丸松坂屋百貨店および株式

会社大丸松坂屋セールスアソシエイツとともに今後も引き続きコンプライアンス体制をよ

り一層強化してまいる所存でございます。 

 

以上 

 


